
令和４年度 外来機能報告の結果

及び

紹介受診重点医療機関の選定

（那賀医療圏）

資料５
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令和４年度　外来機能報告より

【参考】紹介率・逆紹介率（令和４年７月）
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県平均 340,960 132,810 39.0% 15,206 97,150 59,813 3,737,287 948,361 25.4% 257,678 704,365 62,088 27,372 8,908 32.5% 10,450 38.2%

公立那賀病院 那賀 10,899 6,400 58.7% 731 4,645 4,094 79,144 26,016 32.9% 7,219 19,954 2,140 992 485 48.9% 486 49.0%

名手病院 那賀 1,524 417 27.4% 9 319 144 31,573 12,094 38.3% 1,668 11,150 419 172 113 65.7% 34 19.8%

貴志川リハビリテーション病院 那賀 3,791 1,152 30.4% 95 945 241 25,915 2,601 10.0% 1,052 1,326 337 326 14 4.3% 53 16.3%

稲穂会病院 那賀 2,379 381 16.0% 1 329 73 20,926 942 4.5% 104 686 165 405 8 2.0% 17 4.2%

殿田胃腸肛門病院 那賀 2,593 1,046 40.3% 181 786 296 13,640 2,412 17.7% 971 1,288 285 226 30 13.3% 39 17.3%

富田病院 那賀 671 115 17.1% 5 80 53 7,854 686 8.7% 244 385 95 133 18 13.5% 4 3.0%

つくし医療・福祉センター 那賀 178 25 14.0% 0 0 19 14,055 110 0.8% 0 3 107 50 50 100.0% 9 18.0%

奥クリニック 那賀 293 44 15.0% 3 35 8 8,080 268 3.3% 43 159 72 0 0 0.0% 0 0.0%

長雄整形外科 那賀 2,376 200 8.4% 4 116 85 17,854 394 2.2% 58 62 280 0 0 0.0% 0 0.0%

久保外科 那賀 2,205 623 28.3% 13 580 65 20,204 826 4.1% 314 390 143 0 0 0.0% 0 0.0%

やよいメディカルクリニック 那賀 666 58 8.7% 2 14 43 15,221 341 2.2% 64 65 216 0 0 0.0% 0 0.0%

紀の川クリニック 那賀 262 64 24.4% 1 50 44 40,163 36,579 91.1% 1,788 36,512 146 26 3 11.5% 18 69.2%
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紹介受診重点医療機関の基準
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（注）診療所の回答は任意

未回答の場合は｢0｣と表示



高額な医療機器を所有する病院・有床診療所

病　　院 有床診療所

64列以上

公立那賀病院

貴志川リハビリテーション病院

つくし医療・福祉センター

名手病院

16列以上64列未満

公立那賀病院

稲穂会病院

殿田胃腸肛門病院

富田病院

紀の川クリニック

16列未満 久保外科

奥クリニック

公立那賀病院

貴志川リハビリテーション病院

公立那賀病院

公立那賀病院

　　※所有台数は各１台

3

ガンマナイフ

サイバーナイフ

強度変調放射線治療器（IMRT）

遠隔操作式密封小線源治療装置（RALS）

内視鏡手術用支援機器（ダヴィンチ）

血管連続撮影装置

SPECT

PET

PETCT

PETMRI

那  賀  医  療  圏

CT

マルチス

ライスCT

その他CT

MRI

3ステラ以上

1.5ステラ以上3ステラ未満

1.5ステラ未満



紹介受診重点医療機関となる意向あり 紹介受診重点医療機関となる意向なし

基準を
満たす

な し

特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となる
ことが想定される
⇒「意向」と「協議の場の結論」が合致すれば、
県から紹介受診重点医療機関として公表

公立那賀病院

当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、
地域の医療提供体制について協議
⇒「意向」と「協議の場の結論」が合致すれば、
紹介受診重点医療機関にはならない

基準を
満たさない

紹介率・逆紹介率等を活用しながら協議

⇒「意向」と「協議の場の結論」が合致すれば、
基準を満たす蓋然性やスケジュールについて再説明

その他の病院・有床診療所

（ 協議なし ）

基準：初診に占める重点外来の割合が40%以上 かつ 再診に占める重点外来の割合25%以上

紹介受診重点医療機関となった場合

・県から医療機関へ、公表日等について事前通知
・厚労省や県ホームページ等で、紹介受診重点医療機関の一覧を公表（翌月１日付）

➢ 診療報酬等の取扱い

紹介受診重点医療機関入院診療加算、連携強化診療情報提供料 ・・・ 公表日から算定可能

紹介状なしで受診する場合の定額負担の徴収 ・・・ 公表日から６か月以内に請求開始

（※一般病床200床以上）

（※一般病床200床以上）

（注）算定要件の詳細等は、近畿厚生局にご確認ください ４
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【紹介受診重点外来の基準と医療機関の意向の考え方】

「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向あり」の場合

・ 特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。

「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向なし」の場合

・ 当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、２回目の協議に改めて意向を確認する。

「紹介受診重点外来の基準を満たさない×意向あり」の場合

・ 紹介受診重点外来に関する基準に加え、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。

１

２

３

外来機能報告制度を活用した紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方
意向あり

▪ 紹介受診重点医療機関
＊「外来医療に係る協議の場」での確認

意向なし

▪ 「外来医療に係る協議の場」での協議
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－
▪ 「外来医療に係る協議の場」での協議

「外来医療に係る協議の場」での協議

地域性や医療機関の特性等を考慮して
協議（１回目） 協議を再度実施（２回目）

医療機関の意向と異なる結論
となった場合

１ ２

３

（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」 1

別紙

協議フローについて

（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」

協議の場での再協議が求められる

紹介受診重点外来の

基準*1確認
紹介受診重点医療機関

における意向の確認 結論 方向性

協議の場（２回目）

報告対象医療

機関

基準を満たす

基準を満たさ

ない

医療機関の意向
あり

医療機関に意向
なし

医療機関の意向
あり＊2

医療機関に意向
なし

相違なし

相違あり

相違なし

相違あり

相違なし

相違あり

紹介受診重点医療機関とな
ることを確認

再協議

紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認

再協議

紹介受診重点医療機関となるこ

とを確認・再度の説明＊3を要求

再協議

対象外

紹介受診重点医療機関とな
ることを確認

紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認

紹介受診重点医療機関とな
ることを確認

対象外

紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認

１

２

３

協議の場（1回目）
結論・方向性

紹介受診重点医療機関となるこ

とを確認・再度の説明＊3を要求

2

＊1 紹介受診重点外来の基準：
・初診基準：40％以上（初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）
・再診基準：25％以上（再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）

＊2 紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上を参考の水準とする。
＊3 基準の達成に向けたスケジュール等を書面又は口頭で説明を求め、その内容を公表する。 8
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令和５年度 外来機能報告

９月下旬 案内資料を郵送（病床・外来機能報告事務局→医療機関）

１０月～１１月 報告期間（医療機関がG-MIS入力）
「外来機能報告様式１」は10月１日～11月30日
「外来機能報告様式２」は11月１日～11月30日

１２月～ 事務局及び県による内容確認・疑義照会

２月～３月 地域医療構想調整会議において、
紹介受診重点医療機関に関する協議

今後のスケジュール（予定）

令和５年度からの変更点

紹介率及び逆紹介率の報告対象期間 令和４年７月～令和５年３月
〔参考〕令和４年度の報告対象期間 令和４年７月

令和５年度の報告対象期間 令和４年７月～令和５年３月
令和６年度の報告対象期間 令和５年４月～令和６年４月
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